
三
〇

は
じ
め
に

中
世
の
本
能
寺
と
い
え
ば
、
本
能
寺
の
変
の
舞
台
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
本
能
寺
が
法
華
宗
（
日
蓮
宗
）
の
寺
院
で
あ
り
、
ま
た
本
能
寺
の
変
に

い
た
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
を
知
る

人
は
あ
ま
り
い
な
い
。　

本
能
寺
の
変
に
か
か
わ
る
関
心
が
高
い
の
に
く
ら
べ
て
不
思
議
な
ぐ
ら
い
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
ま
ず
で
き
る
か
ぎ
り
信
頼
の
で
き
る
古
文

書
や
古
記
録
な
ど
文
献
史
料
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
中
世
本
能
寺
の
実
像
に
せ
ま
っ

て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
の
蓄
積
も
思
い
の
ほ
か
乏
し
い
。
現
状
で
は
、
藤
井
學

氏
に
よ
る
一
連
の
研
究①

や
糸
久
宝
賢
氏
の
研
究②

が
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
み
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
後
に
つ
づ
く
蓄
積
も
ま
た
こ
こ
ろ
も
と
な
い
状
態
が
つ
づ
い
て
い

る
と
い
う
の
が
実
際
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
も
ふ
ま
え
て
、
お
も
に
寺
地
と
立
地
に

つ
い
て
、
先
行
研
究
に
み
ち
び
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
が
見
落
と
し
た
、
あ
る
い

は
注
目
し
な
か
っ
た
点
を
ふ
く
め
て
、
そ
の
成
立
か
ら
本
能
寺
の
変
に
い
た
る
ま
で

に
時
期
を
か
ぎ
っ
て
検
討
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

一　

本
能
寺
の
成
立
と
そ
の
寺
地

（
１
）
本
能
寺
の
成
立

そ
れ
で
は
、
本
能
寺
は
い
つ
成
立
し
た
の
か
、
実
は
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
事
実

で
さ
え
信
頼
の
で
き
る
文
献
史
料
で
跡
づ
け
る
こ
と
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
。

現
在
の
と
こ
ろ
、戦
国
時
代
の
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
よ
り
前
に
お
そ
く
と
も
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
日
像
門
家
分
散
由
来
記③

』
に
み
え
る
「
高
辻
油
小
路
ト
五

条
坊
門
ト
ノ
間
東
ノ
ツ
ラ
ニ
寺
ヲ
立
テ
、
号
本
応
寺
」
と
い
う
記
事
が
そ
の
成
立
を

示
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
手
が
か
り
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
直
前

に
記
さ
れ
る
「
三
条
坊
門
破
ラ
レ
テ
、上
人
様
丹
波
ニ

御
下
向
有
ル
也
」
と
い
う
記
事

の
存
在
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
記
事
に
該
当
す
る
事
実
が
醍
醐
寺
三
宝
院
満
済
の
日
記
『
満

済
准
后
日
記④

』
応
永
二
〇
年
（
一
四
一
三
）
六
月
条
に
み
ら
れ
、そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
法

華
堂
坊
主
」
が
僧
正
に
任
じ
ら
れ
た
た
め
「
山
門
嗷
訴
」
＝
山
門
延
暦
寺
大
衆
に
よ

る
訴
訟
が
お
こ
り
、
そ
の
結
果
、「
犬
神
人
」「
宮
仕
」
が
発
向
し
て
「
法
華
堂
」
破

却
さ
れ
た
と
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、「
本
応
寺
」
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
応
永
二
〇
年
よ
り
後
、
具
体

的
に
は
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、そ
れ
を
断

定
で
き
る
史
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ど
こ
ま
で
こ
の
年
代
を
信
用
し
て
も
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よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
判
断
の
ま
よ
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
、『
日
像
門
家
分
散
由
来
記
』
に
み
え
る
「
三
条
坊
門
」
の
「
上
人
様
」
と

『
満
済
准
后
日
記
』
に
み
え
る
「
法
華
堂
坊
主
」
が
、当
時
の
京
都
法
華
宗
の
拠
点
寺

院
と
し
て
知
ら
れ
る
妙
本
寺
（
妙
顕
寺
）
の
住
持
月
明
（
具
覚
）
を
意
味
し
、
そ
し
て

そ
の
月
明
と
教
義
上
の
対
立
を
お
こ
し
た
日
隆
が
妙
本
寺
を
退
出
し
て
、「
高
辻
油
小

路
ト
五
条
坊
門
ト
ノ
間
東
ノ
ツ
ラ
」
に
建
て
た
の
が
「
本
応
寺
」
で
あ
っ
た
と
い
う

以
上
、少
な
く
と
も
応
永
二
〇
年
よ
り
後
に
本
能
寺
の
原
型
と
い
う
べ
き
「
本
応
寺
」

が
成
立
し
た
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
と
い
え
よ
う
（
図
１
参
照
）。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
本
応
寺
」
が
そ
の
ま
ま
後
の
本
能
寺
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
が
ま
た
寺
伝
類
の
複
雑
な
と
こ
ろ
で
、『
日
像
門
家
分
散
由
来

記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
日
隆
は
月
明
と
い
っ
た
ん
和
解
し
、「
本
応
寺
ヲ
当
寺
へ

寄
進
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
日
隆
が
ど
の
よ
う
に
し
て
本
能
寺
を
創
建
す
る
に
い
た
っ
た
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、教
義
の
問
題
も
か
ら
ん
で
一
筋
縄
に
は
ゆ
か
な
い
。
が
、

こ
の
後
に
ふ
れ
る
寺
地
に
関
す
る
史
料
の
な
か
に
、「
永
享
五
年
癸
丑
卯
月
二
日
、
為

当
寺
建
立
、
日
隆
聖
人
有
買
得
」
と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）

に
買
得
さ
れ
た
「
六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
、
方
四
町

敷
地
」（
図
１
参
照
）
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
が
中
世
本
能
寺
の
出
発
点
で
あ
り
、
ま
た

成
立
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。　
　
　

（
２
）
本
能
寺
の
寺
地
（
そ
の
一
、「
本
屋
敷
」）

と
こ
ろ
で
、
本
能
寺
に
は
、
中
世
本
能
寺
の
寺
地
に
か
か
わ
る
一
連
の
古
文
書
が

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
覧
表
に
す
る
と
表
１
と
な
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
「
六

角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
、
方
四
町
敷
地
」
を
「
本
屋
敷
」

（
表
１
│
⑯
）
と
よ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
地
が
中
世
本
能
寺
の
本
貫
地
と
い

う
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
図
１
参
照
）。

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
本
屋
敷
」
を
本
能
寺
は
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
も
そ
れ
ほ
ど
く
わ
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
ま
ず
は
こ
の
点
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

永
代
売
放
申
敷
地
之
事

　
　
　

合
四
町
々
者

在
所
京
中
四
至
境
自
六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、

櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
在
之
、　
　

右
件
敷
地
者
、
東
岩
蔵
寺
買
得
相
伝
之
私
領
也
、
雖
然
、
為
一
寺
興
行
、
如
意

王
丸
所
望
之
間
、
相
副
本
券
文
・
勅
裁
等
三
通
仁

売
券
一
通
、
限
永
代
、
直
銭

弐
佰
貫
文
所
売
渡
実
正
也
、
更
於
此
四
町
々
地
、
本
所
役

諸
公
事
無
之
者
也
、

仍
為
後
日
、
亀
鏡
之
証
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
明
院

　
　

永
享
五
年
癸丑

卯
月
二
日　
　

 

賢
鎮
（
花
押
）

こ
れ
は
、「
本
屋
敷
」
に
か
か
わ
る
売
券
（
表
１
│
④
）
で
あ
る
。
こ
の
売
券
こ
そ

本
能
寺
が
「
本
屋
敷
」
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
示
す
証
文
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
も
と
も
と
こ
の
方
四
町
の
敷
地
は
「
東
岩
蔵
寺
買
得
相

伝
之
私
領
」
で
あ
っ
た
も
の
を
、「
為
一
寺
興
行
、
如
意
王
丸
所
望
」
し
、「
直
銭
弐

佰
貫
文
」
と
い
う
高
額
で
中
明
院
賢
鎮
が
売
り
渡
し
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

ま
た
、
こ
の
と
き
に
副
え
ら
れ
た
「
本
券
文
・
勅
裁
等
三
通
」
も
表
１
│
①
②
③

と
し
て
つ
た
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
売
買
に
つ
い
て
、
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
以

後
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
当
寺
敷
地
永
代
買
得
相
伝
之
次
第
事
」
と
記
さ

れ
た
史
料
（
表
１
│
⑩
）
を
み
て
み
る
と
「
永
享
五
年
癸
丑
卯
月
二
日
、為
当
寺
建
立
、

日
隆
聖
人
有
買
得
、数
通
証
文
有
之
、
買
得
檀
那
如
意

王
丸
云
々
、
寄
進
状
俊
宣
出
之
、

」
と
あ
り
、
右
の
売
券
に
み
え
る
「
一
寺
」
が

本
能
寺
、
ま
た
「
如
意
王
丸
」
が
日
隆
の
「
買
得
檀
那
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
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た
だ
し
、
そ
の
こ
と
を
右
の
売
券
だ
け
か
ら
読
み
と
る
こ
と
は
か
な
り
む
ず
か
し

い
。
が
、
こ
の
敷
地
の
一
画
に
は
「
六
角
大
宮
非
人
以
下
風
呂
敷
地
」
と
い
う
も
の

が
も
う
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、右
か
ら
五
年
後
の
永
享
一
〇
年
（
一
四
三
八
）
一
一

月
に
室
町
幕
府
よ
り
「
為
彼
地
子
相
当
替
所
」、「
冷
泉
富
小
路
西
頬
朝
日
因
幡
入
道

本
宅
地
内
」
の
土
地
が
「
付
本
能
寺
」
ら
れ
、「
可
被
打
渡
当
寺
」
き
よ
う
侍
所
頭
人

赤
松
満
祐
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で⑤

、
右
の
売
券
に
み
え
る
「
一
寺
」
が
本
能
寺
と

考
え
る
の
が
や
は
り
妥
当
な
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
出
て
き
た
六
角
大
宮
非
人
風
呂
敷
地
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
も
う
け
ら
れ
た
の
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
た

だ
、
表
１
│
⑩
に
は
、「
此
地
永
享
五
年
雖
買
得
、
四
丁
町
之
内
未
仏
閣
等
不
立
、
院

坊
依
為
一
両
之
躰
」、「
普
光
院
殿
様
」
が
「
艮
角
非
人
風
呂
被
令
立
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、「
四
丁
町
」
の
敷
地
に
「
仏
閣
」
が
建
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
「
院

坊
」
が
「
一
両
」
あ
る
だ
け
だ
っ
た
た
め
、「
普
光
院
殿
」
＝
足
利
義
教
が
「
非
人
風

呂
」
を
そ
の
一
画
に
も
う
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
史
料
も
な
く
、
こ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
も
確

認
し
よ
う
が
な
い
。
が
、
仮
に
永
享
五
年
に
本
能
寺
が
当
敷
地
を
手
に
入
れ
た
と
し

て
も
、
す
ぐ
に
は
堂
舎
を
そ
ろ
え
る
こ
と
な
ど
は
実
際
問
題
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。し

か
も
、こ
の
前
後
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
敷
地
指
図
（
表
１
│
⑥
）
を
み

て
み
る
と
、
艮
角
＝
東
北
角
に
は
六
角
大
宮
非
人
風
呂
敷
地
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

表
１　

中
世
の
本
能
寺
「
本
屋
敷
」
関
係
文
書
一
覧

年　

月　

日

文　

書　

名

宛　

所

該　

当　

敷　

地

①

康
暦
元
・
12
・
23

西
坊
城
言
長
敷
地
寄
進
状

妙
峯
寺

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
敷
地

②

康
暦
元
・
12
・
23

後
円
融
天
皇
綸
旨

妙
峯
寺
道
的
上
人

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
敷
地

③

応
永
14
・
正
・
18

（
因
幡
堂
）
執
行
覚
勝
敷
地
売
券

（
東
岩
蔵
寺
）

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
敷
地

④

永
享
5
・
卯
・
2

中
明
院
賢
鎮
敷
地
売
券

（
如
意
王
丸
）

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西

⑤
（
年
未
詳
）
9
・
4

室
町
幕
府
地
方
頭
人
摂
津
満
親
書
状

本
能
寺
方
丈

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
四
丁
町

⑥
（
年
月
日
未
詳
）

本
能
寺
敷
地
指
図

⑦

宝
徳
2
・
11
・
28

室
町
幕
府
管
領
畠
山
持
国
下
知
状

（
本
能
寺
）

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
四
町
々
（
除
六
角
面
非
人
風
呂
敷
地
）

⑧

寛
正
6
・
7
・
26

室
町
幕
府
地
方
頭
人
奉
書

当
寺
住
持

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
（
除
六
角
面
非
人
風
呂
敷
地
）

⑨

文
明
18
・
8
・
17

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書

当
寺
住
持

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
四
町
々
（
除
非
人
風
呂
敷
地
）

⑩
（
年
月
日
未
詳
）

本
能
寺
敷
地
永
代
買
得
相
伝
之
次
第

⑪

長
享
2
・
10
・
23

足
利
義
尚
（
義
煕
）
御
判
御
教
書

（
本
能
寺
）

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
（
除
六
角
非
人
風
呂
敷
地
）

⑫

延
徳
参
・
7
・
18

足
利
義
材
御
判
御
教
書

（
本
能
寺
）

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
（
除
六
角
非
人
風
呂
敷
地
）

⑬

文
亀
元
・
12
・
29

足
利
義
澄
（
義
高
）
御
判
御
教
書

（
本
能
寺
）

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
（
除
六
角
非
人
風
呂
敷
地
）

⑭

大
永
5
・
9
・
3

足
利
義
晴
御
判
御
教
書

（
本
能
寺
）

六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
方
四
町
（
除
六
角
非
人
風
呂
敷
地
）

⑮

天
文
11
・
閏
3
・
16

細
川
晴
元
奉
行
人
飯
尾
元
運
奉
書
（
折
紙
）

本
能
寺
雑
掌

当
寺

境
内
（
寄
宿
免
除
）

⑯

天
文
14
・
8
・
2

細
川
晴
元
奉
行
人
飯
尾
為
清
奉
書
案
（
折
紙
）

当
寺
雑
掌

本
屋
敷
、
旧
領
六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
四
丁
町
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方
四
町
と
は
い
っ
て
も
き
わ
め
て
不
規
則
な
敷
地
と
な
っ
て
、
堂
舎
の
配
置
に
も
苦

労
し
た
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
敷
地
指
図
の
記
載
か
ら
当
敷
地
に
は
地
子
が
存
在
し
た
こ
と
も
あ
き

ら
か
と
な
り
、
本
能
寺
は
地
子
を
払
っ
て
こ
の
地
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

も
知
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
能
寺
に
よ
る
こ
の
「
本
屋
敷
」
の
保
有
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
後
、

寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）（
表
１
│
⑧
）
と
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）（
表
１
│
⑨
）
の

少
な
く
と
も
二
度
に
わ
た
っ
て
相
論
が
室
町
幕
府
の
法
廷
へ
も
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

そ
の
い
ず
れ
に
も
西
坊
城
家
が
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
当
敷
地
が
も
と
も

と
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
に
西
坊
城
言
長
に
よ
っ
て
妙
峯
寺
と
い
う
寺
院
に
寄
進
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
（
表
１
│
①
②
）、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
か
、
応
永
一
四

年
（
一
四
〇
七
）
に
「
直
銭
参
拾
肆
貫
文
」
で
東
岩
蔵
寺
に
売
り
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（
表
１
│
③
）
こ
と
に
原
因
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
こ
の
東
岩
蔵
寺
へ
の
売
買
の
際
に
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
寛
正
六
年
の
と
き
は
、
西
坊
城
家
は
「
応
永

八
年
置
文
・
同
十
九
年
古
借
書
」
な
る
も
の
を
提
出
し
て
い
る
。

こ
の
と
き
に
提
出
さ
れ
た
「
置
文
」
や
「
古
借
書
」
の
内
容
は
残
念
な
が
ら
つ
た

わ
っ
て
い
な
い
が
、
三
四
貫
文
で
売
ら
れ
た
も
の
が
二
六
〇
貫
文
に
は
ね
上
が
っ
て

転
売
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
た
だ
結
論

と
し
て
は
、相
論
は
本
能
寺
側
の
勝
訴
に
お
わ
っ
て
お
り
、寛
正
六
年
の
と
き
は
「
所

詮
数
通
証
文
分
明
之
上
」（
表
１
│
⑧
）
と
い
う
理
由
で
、
ま
た
文
明
一
八
年
の
と
き

も
「
早
任
度
々
証
文

当
知
行
之
旨
」（
表
１
│
⑨
）
と
い
う
こ
と
で
、本
能
寺
の
「
領

知
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

文
書
主
義
的
な
判
断
、
あ
る
い
は
年
紀
法
に
よ
っ
て
本
能
寺
の
保
有
が
法
廷
で
は

み
と
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
た
だ
、
表
１
│
⑩
を
み
て
み
る
と
、
相
論
は
寛
正
六
年

と
文
明
一
八
年
以
外
に
も
お
こ
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
た
と
え
ば
、「
文
安
年
中
」
に

お
こ
さ
れ
た
相
論
に
か
か
わ
っ
て
出
さ
れ
た
の
が
宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
の
「
安
堵

御
教
書
」（
表
１
│
⑦
）
で
あ
り
、
ま
た
、「
享
徳
元
年
」（
一
四
五
二
）
に
西
坊
城
家
が

「
家
之
領
地
之
由
申
沙
汰
」
し
、「
長
禄
四
年
」（
一
四
六
〇
）
に
い
た
る
ま
で
押
領
し

た
際
に
も
「
同
（
長
禄
四
年
）
七
月
十
六
日
仁

達　

上
聞
」
し
て
「
聞
開
当
寺
理
運
」
れ

た
と
い
う
。

本
能
寺
に
よ
る
「
本
屋
敷
」
の
保
有
が
実
は
困
難
を
き
わ
め
て
い
た
こ
と
が
こ
こ

か
ら
は
う
か
が
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
文
明
一
八
年
以
降
、

長
享
二
年
（
一
四
八
八
）（
表
１
│
⑪
）、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）（
表
１
│
⑫
）、
文
亀

元
年
（
一
五
〇
一
）（
表
１
│
⑬
）、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）（
表
１
│
⑭
）
と
お
の
お
の

時
の
将
軍
御
判
御
教
書
に
よ
っ
て
「
当
知
行
」
が
安
堵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
お
よ

そ
戦
国
時
代
に
入
っ
て
そ
の
保
有
に
も
安
定
性
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

読
み
と
れ
よ
う
。（

３
） 

本
能
寺
の
寺
地
（
そ
の
二
、「
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路

与
西
洞
院
中
間
方
四
町
々
」）

と
こ
ろ
で
、残
さ
れ
た
史
料
を
み
る
か
ぎ
り
、本
能
寺
に
よ
る
「
本
屋
敷
」
の
「
当

知
行
」
は
、天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
に
出
さ
れ
た
細
川
晴
元
奉
行
人
飯
尾
為
清
の

奉
書
案
（
表
１
│
⑯
）
ま
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
と
き
ま
で
は
そ
の
保
有
が
継
続
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
が
、
た
だ
し
、
同
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
奉
書

案
で
は
、「
六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、
大
宮
以
西
、
四
丁
町
」
が

「
旧
跡
」
と
記
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
「
本
屋
敷
江

可
有
還
住
」
と
い
う
文
言
が
み
ら
れ

る
点
で
あ
る
。　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
背
景
に
は
、
大
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永
五
年
と
天
文
一
四
年
の
あ
い
だ
に
あ
た
る
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
に
京
都
の
法
華

宗
寺
院
の
歴
史
を
大
き
く
か
え
た
天
文
法
華
の
乱
が
お
こ
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ

た
。こ

の
天
文
法
華
の
乱
に
よ
っ
て
、
京
都
も
「
下
京
大
略
焼
了
、
上
京
三
分
一
計

焼⑥

」
と
い
う
被
害
を
こ
う
む
っ
た
が
、
山
門
延
暦
寺
大
衆
と
近
江
守
護
六
角
氏
の
連

合
軍
と
の
合
戦
に
敗
れ
た
法
華
宗
諸
寺
院
も
ま
た
す
べ
て
京
都
を
追
わ
れ
、
泉
州
堺

へ
と
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

そ
し
て
、そ
れ
か
ら
六
年
後
の
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
）
に
後
奈
良
天
皇
綸
旨
に

よ
っ
て
よ
う
や
く
「
帰
洛
」
と
「
再
興
」
が
ゆ
る
さ
れ
る
も
の
の⑦

、
し
か
し
そ
れ
よ

り
前
、天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
の
段
階
で
山
門
大
衆
が
「
法
花
堂
跡
法
花
坊
主
跡
職

⑧

」
＝
法
華
宗
寺
院
の
跡
地
に
何
ら
か
の
権
限
を
お
よ
ぼ
そ
う
と
し
て
お
り
、ま
た
翌

天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
も
「
嗷
訴
」
の
こ
と
ば
ま
で
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、「
彼

諸
寺
敷
地
等
」
に
つ
い
て
訴
え
を
お
こ
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

実
は
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
天
文
法
華
の
乱
と
い
う
合
戦
に
勝
利
し
た
山
門
大
衆
に
と
っ
て
は
、
法
華
宗
寺

院
の
跡
地
は
敵
方
没
収
地
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う⑨

。
し
た
が
っ
て
、
法

華
宗
寺
院
が
天
文
法
華
の
乱
前
と
同
じ
敷
地
に
再
興
を
は
か
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
本
能
寺
で
も
「
本
屋

敷
」
以
外
の
敷
地
で
の
再
興
を
模
索
し
は
じ
め
る
が
、
そ
の
な
か
で
浮
上
し
て
き
た

の
が
、「
本
屋
敷
」
か
ら
東
へ
三
町
ほ
ど
離
れ
た
「
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路
与
西

洞
院
中
間
方
四
町
々
」
と
い
う
敷
地
で
あ
っ
た
（
図
１
参
照
）。

こ
の
敷
地
を
本
能
寺
が
手
に
入
れ
た
の
は
天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
の
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
際
に
本
能
寺
へ
渡
さ
れ
た
の
が
つ
ぎ
の
売
券
（
案⑩
）
で
あ
る
。

永
代
売
渡
申
本
所
敷
之
事

合
壱
所
者
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路
与
西
洞
院

中
間
方
四
町
々
、
但
除
未
申
紫
野
地
、

右
件
在
所
者
、
雖
為
沢
村
代
々
相
伝
之
敷
地
、
依
有
要
用
、
直
銭
九
拾
五
貫
文

仁

本
文
数
通
相
添
、
永
代
本
能
寺
江

売
渡
申
所
実
正
也
、
於
公
役
者
、
一
銭
茂

無

之
、
若
於
有
違
乱
妨
申
人
者
、
売
主

請
人
罷
出
、
可
致
其
明
者
也
、
仍
後
日

証
文
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
村

　
　

天
文
拾
二二

年
六
月
廿
四
日　

 

千
松
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人
同
与
次

 

国
長
在
判

　
　

本
能
寺
参

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
敷
地
は
も
と
も
と
「
沢
村
代
々
相
伝
之
敷
地
」
で
あ
り
、
そ

れ
を
「
直
銭
九
拾
五
貫
文
」
で
本
能
寺
が
買
得
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
み
え

る
「
沢
村
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
小
谷
利
明
氏⑪

に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
土
倉
・
酒
屋
と
し
て
著
名
な
沢
村
一
類
の
こ
と
で
あ
り
、
当
敷
地
は
そ

の
沢
村
が
買
得
に
よ
っ
て
集
積
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
敷
地
を
ど
の
よ
う
な
理
由
で
本
能
寺
へ
売
り
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
、右
に
み
え
る
「
依
有
要
用
」
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

本
能
寺
と
沢
村
と
の
あ
い
だ
の
接
点
は
こ
の
と
き
が
か
な
ら
ず
し
も
最
初
で
は
な

く
、
少
な
く
と
も
永
正
一
三
年
（
一
五
一
六
）
に
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る⑫

の
で
、

売
買
の
話
そ
の
も
の
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
売
買
が
天
文
一
四
年
に
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
本
能
寺
の
再

興
が
い
そ
が
れ
て
い
た
の
と
同
時
に
、「
本
屋
敷
」
に
「
還
住
」
し
て
の
再
興
が
困
難

と
予
想
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
能
寺
で
は
、
今
回
の
売
買
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
天
文
一
四
年

八
月
に
幕
府
へ
そ
の
保
証
を
申
請
し⑬

、
そ
の
月
の
一
八
日
に
政
所
執
事
伊
勢
貞
孝
が
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加
判
し
た
奉
書
を
手
に
入
れ
て
い
る⑭

。
実
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
手
に
入
れ
て
い

た
の
が
、
先
の
表
１
│
⑯
の
細
川
晴
元
奉
行
人
飯
尾
為
清
奉
書
案
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
能
寺
で
は
、
山
門
大
衆
の
動
き
を
に
ら
み
つ
つ
、「
本
屋

敷
」
で
の
「
還
住
」
再
興
と
並
行
し
て
新
た
に
買
得
し
た
敷
地
で
の
再
興
も
模
索
し

て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
が
、
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
山
門
大
衆
を

い
た
く
刺
激
し
た
よ
う
で
、
翌
天
文
一
五
年
（
一
五
四
六
）
に
は
、「
自
今
ハ
諸
法
花

宗
ハ
叡
山
可
為
末
寺
」
と
の
要
求
が
つ
き
つ
け
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
本
能
寺
を
ふ
く
め
た
法
華
宗
諸
本
山
寺
院
は
近
江
守
護
六
角
氏
に
仲

介
を
依
頼
、
そ
の
調
停
を
は
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
く
り
広
げ
ら
れ
た
折

衝
の
詳
細
に
つ
い
て
も
別
の
機
会⑮

に
ふ
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
が
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
本
能
寺
は
「
本
屋
敷
」
へ
の
「
還
住
」
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
ず
、「
六

角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路
与
西
洞
院
中
間
方
四
町
々
」
で
の
再
興
を
は
か
る
こ
と
と

な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
が
本
能
寺
の
変
の
舞
台
と
な
っ
た
（
図
１
参
照
）。

ち
な
み
に
、
先
の
売
券
（
案
）
を
み
て
み
る
と
、
今
回
の
敷
地
の
一
画
に
も
、「
本

屋
敷
」
の
「
六
角
大
宮
非
人
以
下
風
呂
敷
地
」
と
同
様
、「
未
申
紫
野
地
」
と
い
う
も

の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
紫
野
地
」
と
は
、
具
体
的
に
は
大

徳
寺
長
勝
庵
領
の
「
四
条
坊
門
油
小
路
北
東
頬
屋
地⑯

」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
八
月
に
幕
府
へ
買
得
保
証
を
申
請
し
た
際
に
「
是

茂
今
度
同
買
得
仕
候
」
と
の
べ
て
い
る
の
で
、
早
い
段
階
で
「
一
円
領
知
」
が
実
現

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
本
能
寺
は
「
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路

与
西
洞
院
中
間
方
四
町
々
」に
お
い
て
再
興
を
す
す
め
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
具
体
的
な
再
興
過
程
と
な
る
と
史
料
が
な
く
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
堂
舎
の
配
置
に
つ
い
て
も
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

天
文
一
四
年
に
「
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路
与
西
洞
院
中
間
方
四
町
々
」
を
買
得

し
た
直
後
に
本
能
寺
は
「
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路
与
西
洞
院
中
間
方
四
丁
町
巷

所
地
子
銭
」
を
「
免
除
」
さ
れ
て
い
る
の
で⑰

、
こ
の
方
四
町
に
巷
所
の
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

残
念
な
が
ら
巷
所
の
具
体
的
な
状
況
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
本
屋
敷
」
の
「
櫛

笥
通
」
に
も
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
段
階
で
「
東
西
弐
丈
、南
北
参
拾
六
丈
分
」
の

巷
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で⑱

、
本
能
寺
が
立
地
し
て
い
た
敷
地
と
い
う

の
は
、
い
ず
れ
の
地
に
お
い
て
も
道
路
が
部
分
的
に
耕
地
や
宅
地
と
な
っ
た
巷
所
に

囲
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
も
、
敷
地
そ
の
も
の
に
も
家
屋
が
方
四
町
の
四
周
に
建
ち
並
ん
で
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
寺
院
を
建
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
ら
を
取
り
壊
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、戦
国
時
代
の
京
都
を
描
い
た
歴
博
甲
本
（
旧
町
田
本
）
洛
中
洛
外
図
屏

風
と
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
は
本
能
寺
と
考
え
ら
れ
る
寺
院
が
描
か
れ
て
い

る
。
お
の
お
の
の
成
立
時
期
か
ら
み
て
、
前
者
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
「
本
屋
敷
」

の
本
能
寺
、
そ
し
て
後
者
が
「
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路
与
西
洞
院
中
間
方
四

町
々
」
の
本
能
寺
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
。

仮
に
こ
の
比
定
が
た
だ
し
け
れ
ば
、
両
屏
風
は
こ
の
間
の
本
能
寺
の
変
遷
を
視
覚

的
に
確
認
で
き
る
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
が
、
た
だ
そ
れ
を
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な

史
料
も
な
い
以
上
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

二　

本
能
寺
と
本
能
寺
の
変

（
１
）
信
長
の
宿
所

さ
て
、
前
章
の
検
討
に
よ
っ
て
、
本
能
寺
の
変
の
舞
台
と
な
っ
た
本
能
寺
と
は
、

「
本
屋
敷
」
の
本
能
寺
で
は
な
く
、「
六
角
与
四
条
坊
門
、
油
小
路
与
西
洞
院
中
間
方

四
町
々
」
に
立
地
し
た
本
能
寺
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
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な
ぜ
織
田
信
長
は
そ
こ
を
宿
所
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
考
え
る
あ
た
っ
て
ま
ず
必
要
な
の
は
、
上
洛
し
て
以
降
、
信

長
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
宿
所
と
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
全
体
の
な
か
に
本
能
寺

を
位
置
づ
け
る
作
業
で
あ
ろ
う
。

実
は
こ
の
よ
う
な
作
業
も
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る⑲

。
そ
こ
で
こ
こ
ろ
み
に
、『
信
長
公
記⑳

』
に
み
え
る
信
長
の
宿
所
の
変
遷
を
一
覧

表
に
し
て
み
る
と
表
２
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
２
で
ま
ず
わ
か
る
こ
と
は
、
信
長
は
上
洛
直
後
の
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）

に
は
本
能
寺
を
宿
所
と
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
同
じ
法
華
宗
寺
院
で
も
妙
覚

寺
を
多
く
宿
所
と
し
て
お
り
、
ふ
た
た
び
本
能
寺
を
宿
所
と
す
る
天
正
八
年

（
一
五
九
〇
）ま
で
に
は
お
よ
そ
一
〇
年
の
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
事
実
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
お
そ

ら
く
こ
の
こ
と
を
考
え
な
い
か
ぎ
り
先
の
問
い
に
こ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
上
洛
直
後
に
本
能
寺
を
宿
所
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
が
な
ぜ
妙
覚
寺
へ
と
か
え
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
に
信
長
に
よ
っ
て
築
か
れ

た
足
利
義
昭
の
二
条
城
（
義
昭
御
所
）
に
本
能
寺
よ
り
妙
覚
寺
の
ほ
う
が
近
か
っ
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
（
図
１
参
照
）。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
に
つ
い
て
も
そ
の
こ
と
を
直

接
語
る
史
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
政
治
情
勢
か
ら
み
て
も
そ
の
選
択

は
自
然
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
に
義
昭
を
追
放
し
、
二
条
城
を
破
却
し
た
後
も

な
お
妙
覚
寺
を
宿
所
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
二
条
城
に
近
い
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
内
裏
と
の
距
離
も
あ
わ
せ
て
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

実
際
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
信
長
は
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
に
は
内
裏

と
至
近
距
離
に
あ
る
「
上
京
む

（
武
者
）

し
や
の
小
路
に
あ
き
地
の
坊
跡
」
に
「
御
座
所
」
の

普
請
を
お
こ
な
っ
て
い
る
し
、ま
た
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
も
内
裏
に
よ
り
近
い

相
国
寺
へ
寄
宿
し
た
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
は
「
空
間
地
」
と
な
っ
て
い
た
「
二
条
殿
御

屋
敷
」
を
接
収
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
宿
所
「
二
条
御
新
造
」
と
し
て
普
請
も
お
こ

な
っ
て
い
る
が
、そ
れ
を
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
「
親
王
様
」（
誠
仁
親
王
）
へ
進

上
し
て
以
後
も
な
お
妙
覚
寺
を
宿
所
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
信
長
に
と
っ

て
京
都
の
宿
所
と
は
内
裏
や
そ
れ
に
準
じ
た
「
二
条
御
新
造
（「
二
条
新
御
所
」）」
と

の
位
置
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
妙
覚
寺
は
内
裏
な
ら
び
に
「
二
条
御
新
造
」
と
の
位
置
関
係
に

お
い
て
最
適
な
宿
所
と
い
え
、
そ
れ
ゆ
え
も
っ
と
も
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
が
な
ぜ
天
正
八
年
に
な
っ
て
ふ
た
た
び
本
能
寺

へ
と
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
そ
の
理
由
を
語
っ
て
く
れ
る
史
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
同
じ
よ
う
に
宿
所
と
は
い
っ
て
も
、「
寄
宿
」
や

「
陣
宿
」と
記
さ
れ
て
い
る
宿
所
と
そ
う
で
は
な
い
宿
所
と
の
あ
い
だ
に
は
あ
き
ら
か

な
違
い
が
み
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

前
者
に
あ
た
る
の
が
妙
覚
寺
や
相
国
寺
で
あ
り
、
後
者
に
あ
た
る
の
が
「
上
京
む

し
や
の
小
路
」
や
「
二
条
御
新
造
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
寄
宿
」
と
は
、「
寄

宿
免
除
」
の
「
寄
宿
」
に
あ
た
る
か
ら
、
文
字
ど
お
り
既
存
の
施
設
を
強
制
的
か
つ

軍
事
的
に
接
収
し
て
の
利
用
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
強
制
的
か
つ
軍
事
的
と
い
う
意
味
で
は
、
信
長
と
寄
宿
先
と
の
あ

い
だ
に
特
別
な
関
係
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、『
信
長
公
記
』
で

も
普
請
と
い
う
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
こ
に
独
自
の
施
設

な
ど
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
信
長
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
利
用
し
た
妙
覚
寺
も
実
は
寄
宿
先
以
上

の
宿
所
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
本
能

寺
は
、
元
亀
元
年
の
と
き
に
は
寄
宿
先
で
あ
っ
た
も
の
が
天
正
八
年
の
と
き
に
は
普
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表
２
　『
信
長
公
記
』
に
み
え
る
信
長
宿
所
の
変
遷

年
月
日

東
福
寺

上
京
驢
庵

本
能
寺

上
京
む
し
や
の
小
路

相
国
寺

妙
覚
寺

二
条
御
新
造
（
新
御
所
）

1568
永
禄
11年

9
月
28
日
東
福
寺
へ
御
陣

を
移
さ
れ

10
月
14
日

1570
元
亀
元
年

3
月
5
日

上
京
驢
庵
に
至

つ
て
御
寄
宿

8
月
23
日

下
京
本
能
寺
御
陣
宿

9
月
24
日

本
能
寺
を
御
立
ち
な
さ
れ

1572
元
亀
3
年

3
月
12
日

二
条
妙
覚
寺
御
寄
宿

上
京
む
し
や
の
小
路
に
あ
き
地

の
坊
跡
こ
れ
あ
る
を
、
御
居
住

に
相
構
へ
ら
る
べ
き
の
旨
、

1573
元
亀
4
年

7
月
7
日

二
条
妙
覚
寺
に
御
陣
を
居
ゑ
ら
れ

霜
月
4
日

二
条
妙
覚
寺
御
寄
宿

1574
天
正
2
年

3
月
　
　

相
国
寺
初
め
て
御
寄
宿

1575
天
正
3
年

3
月
2
日

相
国
寺
御
寄
宿

6
月
27
日

相
国
寺
御
寄
宿

10
月
12
日

二
条
妙
覚
寺
に
至
つ
て
御
上
着

1576
天
正
4
年

4
月
　
　

二
条
殿
御
屋
敷
、
幸
空
間
地
に
て
こ
れ
あ
り
、（
中
略
）
御

普
請
の
様
子
条
々
村
井
長
門
守
に
仰
聞
け
ら
る

4
月
晦
日

妙
覚
寺
御
寄
宿

6
月
5
日

二
条
妙
覚
寺
御
帰
洛

11
月
4
日

二
条
妙
覚
寺
に
至
つ
て
御
寄
宿

1577
天
正
5
年

正
月
14
日

二
条
妙
覚
寺
御
成
り

2
月
9
日

二
条
妙
覚
寺
御
泊

3
月
25
日

二
条
妙
覚
寺
御
帰
宿

後
7
月
6
日

二
条
御
新
造
へ
御
移
徙

10
月
12
日

秋
田
城
介
信
忠
卿
御
上
洛
、
二
条
妙
覚
寺
御
寄
宿

霜
月
13
日

二
条
御
新
造
へ
御
座
を
移
さ
せ
ら
る

1578
天
正
6
年

3
月
23
日

二
条
御
新
造
へ
御
座
を
移
さ
せ
ら
る

9
月
24
日

二
条
御
新
造
御
参
着

10
月
朔
日

二
条
御
新
造
に
至
つ
て
御
帰

1579
天
正
7
年

2
月
18
日

二
条
御
新
造
へ
御
座
を
移
さ
せ
ら
れ

9
月
18
日

二
条
御
新
造
に
て
御
鞠
御
見
物

10
月
8
日

二
条
を
御
立
ち
な
さ
れ

11
月
3
日

二
条
御
新
造
の
御
普
請
造
畢
仕
る
に
付
い
て
、
禁
裡
様
へ

御
進
上
（
中
略
）
親
王
様
行
啓
な
さ
る
べ
き
に
相
定
ま
り

11
月
16
日

二
条
御
新
造
よ
り
妙
覚
寺
へ
信
長
御
座
を
移
さ
せ
ら
れ

11
月
22
日

親
王
様
、
二
条
新
御
所
へ
御
移
徙

12
月
14
日

京
都
妙
覚
寺
に
至
つ
て
御
帰
洛

1580
天
正
8
年

2
月
21
日

妙
覚
寺
御
成
り

2
月
26
日

本
能
寺
へ
御
座
を
居
ゑ
さ
せ
ら
る
べ
き

の
旨
に
て
、
御
成
り
あ
り
て
、
御
普
請

の
様
子
村
井
春
長
軒
に
仰
付
け
る

3
月
8
日

妙
覚
寺
に
至
つ
て
御
帰
洛

3
月
9
日

洛
中
本
能
寺
に
て
進
上

1581
天
正
9
年

2
月
19
日

北
畠
中
将
信
雄
卿
・
中
将
信
忠
卿
御
上
洛
、
二
条
妙
覚
寺

御
寄
宿

2
月
20
日

本
能
寺
に
至
つ
て
御
座
を
移
さ
せ
ら
る

2
月
28
日

下
京
本
能
寺
を
信
長
辰
の
刻
に
出
で
さ

せ
ら
れ

1582
天
正
10年

6
月
2
日

信
長
公
御
座
所
本
能
寺

三
位
中
将
、
妙
覚
寺
を
出
で
さ
せ
ら
れ

直
に
二
条
へ
御
取
入
り
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中御門

春日

大炊御門

冷泉
少将井

二条

押小路

三条坊門
二条御
新造

姉小路
三条
八幡

三条
通玄寺

六角

四条坊門
本能寺
①

本能寺
②

錦小路

四条

綾小路

五条坊門

高辻
所政大寺応本

五条
因幡堂

樋口

櫛
笥

大
宮

猪
熊

堀
川

油
小
路

西
洞
院

町 室
町

烏
丸

東
洞
院

高
倉

万
里
小
路

富
小
路

京
極

妙
顕
寺

等
持
寺

妙
覚
寺

義昭御所

図 1　中世本能寺の寺地変遷および周辺地図
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請
が
な
さ
れ
「
御
座
所
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
存
在
が
妙
覚

寺
以
上
、
そ
し
て
「
二
条
御
新
造
」
に
近
い
も
の
へ
と
浮
上
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意

味
し
よ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
本
能
寺
の
位
置
づ
け
が
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
も
当
時
の
政
治
情
勢
が
か
ら
ん
で
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
目
す
べ
き
は
、
信
長
が
本
能
寺

を
御
座
所
と
す
る
直
前
に
「
二
条
御
新
造
」
を
誠
仁
親
王
に
進
上
し
た
と
い
う
事
実

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
、
妙
覚
寺
に
は
嫡
男
織
田
信
忠
を
「
寄
宿
」
さ
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
信
長
に
と
っ
て
京
都
の
宿
所
と
い
う
も
の
が

内
裏
と
の
位
置
関
係
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
次
期
天
皇
を
約
束
さ
れ

た
誠
仁
親
王
が
住
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
「
二
条
御
新
造
」
と
対
に
な
る
妙
覚
寺
に
は
、

す
で
に
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
に
信
長
か
ら
家
督
を
ゆ
ず
ら
れ
公
卿
に
列
し
て
い
た

信
忠
が
寄
宿
す
る
の
が
順
当
で
あ
り
、
逆
に
位
階
は
も
ち
な
が
ら
も
官
職
を
も
た
な

い
散
位
の
信
長
自
身
は
、
別
の
宿
所
に
う
つ
る
必
要
性
が
出
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
こ
と
は
信
長
が
隠
居
を
し
、
本
能
寺
が
隠
居
所
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
信
忠
に
「
尾
州
・
濃
州
共
に
御
与
奪
な
さ
れ
、
信
長

御
茶
の
湯
道
具
ば
か
り
召
置
か
せ
ら
れ㉑

」
た
後
、
安
土
城
普
請
を
お
こ
な
っ
て
、
そ

こ
へ
本
拠
地
を
う
つ
し
た
の
と
同
様
、
天
下
統
一
を
つ
ぎ
の
段
階
に
す
す
め
る
た
め

の
京
都
の
拠
点
と
し
て
本
能
寺
が
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ

う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、本
能
寺
を
御
座
所
と
し
た
翌
天
正
九
年（
一
五
八
一
）

の
二
月
に
信
長
は
京
都
で
「
御
馬
揃
」
を
お
こ
な
う
が
、
そ
の
と
き
、「
下
京
本
能
寺

を
信
長
、
辰
の
刻
に
出
で
さ
せ
ら
れ
、
室
町
通
り
御
上
り
な
さ
れ
、
一
条
を
東
へ
御

馬
場
へ
入
り
」、
そ
し
て
「
晩
に
及
び
御
馬
を
納
れ
ら
れ
、
本
能
寺
に
至
つ
て
御
帰

宅㉒

」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
能
寺
を
拠
点
と
し
て
信
長
が
「
御
馬
揃
」
に
参
加
し

て
い
る
こ
と
は
、右
に
の
べ
た
こ
と
を
な
に
よ
り
裏
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
本
能
寺
は
天
下
人
信
長
の
御
座
所
と
し
て

あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
た
だ
そ
れ
と
と
も

に
、
安
土
か
ら
京
都
へ
の
行
程
が
一
日
と
は
か
か
ら
な
い
と
い
う
現
実
を
考
え
あ
わ

せ
た
と
き
、
い
か
に
普
請
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
と
し
て
も
本
能
寺
は
あ
く
ま
で
上
洛
し

た
際
の
短
期
的
な
宿
所
に
す
ぎ
ず
、「
二
条
御
新
造㉓

」
ほ
ど
に
も
整
備
さ
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
能
寺
の
変
に
際
し
て
、
い
か
に
多
勢
に
無
勢
と
は
い
え
、
信
長
が
即
座
に
自
刃

を
決
意
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
と
い
う
の
も
ま
た
こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。　（

２
）
本
能
寺
の
変
に
み
る
本
能
寺　

そ
れ
で
は
、
信
長
の
御
座
所
と
な
っ
た
本
能
寺
の
よ
う
す
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
も
不
明
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
が
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
な
か
で
も
わ
ず
か
に
そ
の
断
片
を
知
ら
せ
て
く

れ
る
の
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
本
能
寺
の
変
に
か
か
わ
る
記
録
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
と
お
し
て
断
片
的
に
み
ら
れ
る
本
能
寺
の
よ
う
す

を
う
か
が
う
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
能
寺
の
変
を
つ
た
え
る
記
録
は
複
数
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な

か
で
も
一
般
的
に
い
え
ば
信
頼
性
の
高
い
公
家
た
ち
の
日
記
、
た
と
え
ば
山
科
言
経

の
日
記
『
言
経
卿
記㉔

』
や
吉
田
兼
見
の
日
記
『
兼
見
卿
記㉕

』、そ
し
て
勧
修
寺
晴
豊
の

日
記
『
日
々
記㉖

』
な
ど
は
事
件
そ
の
も
の
も
い
た
っ
て
簡
便
に
記
載
さ
れ
て
い
る
た

め
、
本
能
寺
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
寺
名
以
上
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
と
く
ら
べ
て
や
や
信
頼
性
の
落
ち
る
記
録
を
み

て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
が
、ま
ず
は
明
智
勢
と
し
て
事
件
当
日
、本
能
寺
に
打
ち
入
っ
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た
人
物
の
記
録
と
さ
れ
る
「
本
城
惣
右
衛
門
覚
書㉗

」
か
ら
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
人
物
は
自
分
が
打
ち
入
っ
た
と
こ
ろ
を
当
初
は
「
ほ

（
本
能
）

ん
の
う
ふ
寺
と
い
ふ
と

こ
ろ
も
し（

知
）り

不
申
候
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
こ
へ
入
る
直
前
、「
我
等

ハ
ミ

（
南
堀
際
）

な
み
ほ
り
ぎ
わ
へ
、
ひ
が
し
む
き
ニ

参
候
、
ほ（

本
）ん

道
へ
出
申
候
」
と
記
し
て
い

る
。こ

の
「
ミ
な
み
ほ
り
ぎ
わ
」
が
本
能
寺
の
南
側
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
堀

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
東
に
す
す
ん
で
出
た
「
ほ
ん
道
」
と
は
西
洞
院
通

り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
後
、「
其
は
し
の
き
わ
ニ

、
人
一
人
い（

居
）申

候
を
、
そ
の
ま
ゝ
我
等
く（

頸
）び

と
り
申

候
、
そ
れ
よ
り
内
へ
入
候
ヘ
バ
、
も（

門
）ん

ハ
ひ
ら
い
て
」
と
あ
り
、「
は
し
」
が
端
か
橋

か
は
不
明
な
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
「
内
」
へ
入
る
と
、「
も（

門
）ん

ハ
ひ
ら
い
て
」
と
あ
る

の
で
、
西
洞
院
通
り
に
面
し
て
門
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
門
の
な
か
に
入
っ

て
か
ら
、
先
ほ
ど
と
っ
た
頸
は
「
だ（

堂
）う

の
下
へ
な
げ
入
れ
、
を（

表
）もて

へ
は
い
り
候
へ

バ
、
ひ（

広
間
）

ろ
ま
ニ

も
ひ
と
り
も
人
な
く
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
門
の
な
か
に
は
「
だ
う
」（
堂
）
が
あ
っ
た
こ
と
、ま
た
「
を（

表
）もて

」

に
は
「
ひ（

広
間
）

ろ
ま
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、「
だ
う
」
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な

る
建
物
に
も
彼
は
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、そ
の
直
後
に「
く（

庫
裏
）り

の
か
た
よ
り
、
さ
げ
が
ミ
い
た
し
、
し
ろ
き
き
た
る
物
き（

来
）候

」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、「
く
り
」（
庫
裏
）
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
と
い
え
ば
、
本
能
寺
の
南
側
に
堀
が
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
西
洞
院
通
り
に
門
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
堂
や
堂
以
外
の
建
物
お
よ
び
庫
裏

が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
の
信
憑
性
を
は

か
る
た
め
、信
長
の
伝
記
の
な
か
で
も
信
頼
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
『
信
長
公
記
』

巻
一
五
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
ず
門
に
つ
い
て
は
、「
勢
衆
四
方
よ
り
乱
れ
入
る
」

と
あ
る
だ
け
で
、
こ
れ
で
は
西
洞
院
通
り
に
門
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

た
だ
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
内
部
の
建
物
と
し
て
は
、「
御
殿
」「
面
御
堂
」「
御
厩
」

「
御
台
所
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
『
信
長
公
記
』
巻
一
五
に
は
記
さ
れ
て
お
り
、

「
御
台
所
」
は
「
く
り
」、「
御
殿
」
は
「
を
も
て
」
に
相
当
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。こ

の
う
ち
「
御
殿
」
に
つ
い
て
は
、『
信
長
公
記
』
巻
一
五
以
外
の
記
録
、
た
と
え

ば
『
蓮
成
院
記
録㉘

』
天
正
一
〇
年
六
月
二
日
条
に
も
「
御
殿
へ
火
ヲ
カ
ケ
即
時
ニ

打
果

了
」、
ま
た
『
惟
任
謀
反
記㉙

』
に
も
「
御
殿
に
手
自
ら
火
を
懸
け
、
御
腹
を
召
さ
れ
お

は
ん
ぬ
」
と
み
え
る
の
で
、
そ
の
存
在
は
確
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
信
長
公
記
』

巻
一
三
に
み
え
る
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
に
村
井
貞
勝
に
命
じ
て
「
御
普
請
」
さ
せ

た
の
が
こ
の
「
御
殿
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
「
御
殿
」
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
今
谷
明
氏㉚

が
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、

氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
御
殿
」
は
「
予
想
外
に
小
規
模
な
、
簡
素
な
建
築
で
あ
る
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
」
と
い
う
。

も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
よ
う
な
史
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

実
際
の
と
こ
ろ
は
何
と
も
い
え
な
い
。
ま
た
、
ほ
か
の
建
物
に
つ
い
て
も
、
手
が
か

り
と
な
る
史
料
が
な
い
の
で
、
何
と
も
い
え
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
今
谷
氏
は
、
御
座
所
と
な
っ
て
以
降
の
本
能
寺
に
つ
い
て
も
、「
本
能

寺
は
未
だ
他
所
に
移
ら
ず
、
境
内
の
一
角
に
信
長
居
住
、
と
解
す
る
が
無
理
が
な
い
」

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
外
国
語
史
料
で
あ
る
『
一
五
八
二
年
の
日
本
年
報
追
加㉛

』
で
本
能
寺
が

「
信
長
が
都
に
お
い
て
宿
泊
す
る
例
で
あ
り
、
僧
侶
を
悉
く
出
し
、
相
当
に
手
を
入
れ

た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、『
言
経
卿
記
』
な
ど
「
い
ず
れ
の
公
卿
日
記

も
信
長
宿
所
を
「
本
能
寺
」
と
表
記
し
、
寺
名
を
省
略
し
た
記
録
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
て
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
を
み
て
み
る
と
、
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よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

御
屋
敷
之
事
、
今
度
成　

御
墓
所
、
殊
当
寺
為
旧
地
上
者
、
返
遣
之
条
、
寺
僧

如
前
々
令
還
住
、
法
事
勤
行
不
可
有
懈
怠
者
也
、

　
　

天
正
十

　
　
　
　

七
月
三
日　

 

　
　

信
孝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

本
能
寺

こ
れ
は
羽
柴
秀
吉
と
と
も
に
明
智
光
秀
を
討
ち
果
た
し
た
織
田
信
孝
が
そ
の
直
後

に
本
能
寺
に
出
し
た
書
状32

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、「
御
屋
敷
」
を
信
長
の

「
御
墓
所
」
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
御
屋
敷
」
は
「
当
寺
旧
地
」
で
あ
る
の
で
、
そ

れ
を
返
し
た
う
え
、「
寺
僧
」
の
還
住
と
「
法
事
勤
行
」
を
命
じ
た
も
の
と
な
る
。

こ
こ
に
み
え
る
「
御
屋
敷
」
と
は
、『
兼
見
卿
記
』
天
正
八
年
三
月
一
七
日
条
や
天

正
一
〇
年
六
月
二
日
条
に
み
え
る
「
信
長
之
御
屋
敷
本
応（

能
）寺

」
と
同
じ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
、
本
能
寺
全
体
を
さ
す
の
が
自
然
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
本
能
寺
は
、
天
正
八
年
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
妙
覚
寺
の
よ
う
な

寄
宿
先
で
は
な
く
、
御
座
所
と
な
っ
て
い
た
以
上
、
少
な
く
と
も
信
長
が
宿
泊
し
て

い
る
あ
い
だ
は
寺
院
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
当
寺
為
旧
地
上
者
」
や
「
寺
僧
如
前
々
令
還
住
」
と

い
っ
た
文
言
は
つ
か
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
れ
と
同
時
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
先
に
も
み
た
よ
う

に
、
本
能
寺
の
変
の
際
に
も
「
だ
う
」（
堂
）
や
「
面
御
堂
」
と
い
っ
た
建
物
の
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
点
で
、
し
た
が
っ
て
信
長
が
宿
泊
し
な
い
と
き
に
は
、
寺
院

と
し
て
の
機
能
も
は
た
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
信
長
と
寺
僧
た
ち
が
同
居
す
る
と
い

う
事
態
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、「
僧
侶
を
悉
く
出
し
」
と
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、「
御
屋
敷
」
を
「
御
墓
所
」
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
秀
吉
が
関
知
し
て

い
た
か
ど
う
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
秀
吉
も
ま
た
「
御
屋
敷
」
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
意
向
を
増
田
長
盛
を
通
じ
て
本
能
寺
へ
つ
た
え
て
い
た33

こ
と
が
確
認

で
き
る
。

御
札
拝
見
仕
候
、
当
寺
之
儀
、
御
屋
敷
明
申
事
候
条
、
御
寺
家
衆
如
前
々
御
還

住
尤
之
由
、
筑

（
羽
柴
秀
吉
）州被

申
候
、
然
者
、
御
屋
敷
之
御
跡
之
儀
候
間
、
陣
取
以
下
之

事
も
不
可
在
之
と
の
儀
候
、
其
御
意
得
候
て
、
早
々
御
立
帰
専
一
候
、
恐
々
謹

言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
田
仁
右
衛
門
尉

　
　

七（
天
正
一
〇
年
）

月
十
三
日 

長
盛
（
花
押
）

　
　

本
能
寺

　
　
　
　

御
報

実
は
こ
の
二
日
前
の
一
一
日
に
も
増
田
長
盛
は
「
本
能
寺
御
寺
家
中
」
に
書
状34

を

出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
本
能
寺
之
儀
、
寺
家
衆
御
還
住
候
様
ニ

と
御
訴
訟
」
と
み

え
る
の
で
、
寺
僧
た
ち
の
還
住
は
、
信
孝
や
秀
吉
の
意
向
で
は
な
く
、
本
能
寺
側
の

の
ぞ
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、天
正
一
〇
年
五
月
二
九
日
に
信
長
が
本
能
寺
に
入
っ
て
以
降
、

少
な
く
と
も
七
月
中
旬
に
い
た
る
ま
で
寺
僧
た
ち
が
本
能
寺
へ
還
住
で
き
な
か
っ
た

こ
と
も
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
秀
吉
と
し
て
は
、「
御
屋
敷
」
を
「
明
」
け
渡
し
て
寺
僧

た
ち
を
還
住
さ
せ
よ
う
と
し
、
ま
た
「
御
屋
敷
之
御
跡
」
に
は
「
陣
取
」
も
さ
せ
な

い
の
で
、「
早
々
御
立
帰
」
る
よ
う
指
示
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。

史
料
で
読
み
と
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
信
孝
と
秀
吉
と
の
あ
い
だ
に
は
、「
御
屋
敷
」
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を
「
御
墓
所
」
に
す
る
の
か
、「
明
」
け
渡
す
の
か
で
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
よ
う
に

み
え
る
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な

い
。た

だ
、
現
在
の
本
能
寺
に
残
さ
れ
る
信
長
墓
の
石
塔
に
は
「
天
正
十
年
」
と
い
う

文
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
、「
御
墓
所
」
に
な
っ
た
可
能
性
も
低
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
を
ふ
く
め
て
本
能
寺
の
変
以
後
の
再
興
過
程
に
つ
い
て
も
不
明
な
点

が
多
く
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
現
状
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
残
さ
れ
た
文
献
史
料
の
う
ち
、
で
き
る
か
ぎ
り
信
頼
性
の
高

い
も
の
に
も
と
ず
い
て
中
世
の
本
能
寺
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
し
か
し
、

お
よ
そ
最
初
か
ら
予
想
で
き
た
こ
と
と
は
い
え
、
そ
の
具
体
的
な
よ
う
す
を
復
元
で

き
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
た
ど
り
つ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
は
残
念
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
考
古
学
的
見
地
か
ら
の
研
究35

を
は
じ
め
と
し
た
隣
接
諸
学
の
関
心

に
対
し
て
ど
れ
だ
け
参
考
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
呈
示
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
は

な
は
だ
こ
こ
ろ
も
と
な
い
か
ぎ
り
で
は
あ
る
が
、
今
後
と
も
文
献
史
料
の
検
討
を
つ

づ
け
つ
つ
、
隣
接
諸
学
の
成
果
に
ま
な
び
な
が
ら
、
少
し
で
も
中
世
の
本
能
寺
の
実

像
に
せ
ま
っ
て
ゆ
け
れ
ば
と
思
う
。

注①　
藤
井
學
『
本
能
寺
と
信
長
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
や
藤
井
學
・
上
田
純

一
・
波
多
野
郁
夫
・
安
国
良
一
編
著
『
本
能
寺
史
料　

中
世
篇
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

②　

糸
久
宝
賢
「
室
町
時
代
に
お
け
る
京
都
本
能
寺
の
展
開
│
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯

と
公
武
と
の
交
渉
を
中
心
と
し
て
│
」（『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
八
号
、一
九
八
一
年
）。

③　

立
正
大
学
編
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書　

第
一
八
巻　

史
伝
旧
記
部
（
一
）』（
山
喜
房
仏

書
林
、
一
九
五
九
年
）。

④　

続
群
書
類
従
完
成
会
刊
本
。

⑤　

永
享
一
〇
年
一
一
月
二
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（
折
紙
）（『
本
能
寺
史
料

　

中
世
篇
』
二
六
号
）。
な
お
、
本
能
寺
史
料
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
文
学
部
古
文

書
室
影
写
本
「
本
能
寺
文
書
」
も
参
照
と
し
た
。

⑥　
『
後
法
成
寺
関
白
記
』（
陽
明
叢
書
）
天
文
五
年
七
月
二
七
日
条
。

⑦　
『
両
山
歴
譜
』（
藤
井
學
・
波
多
野
郁
夫
編
著
『
本
能
寺
史
料　

古
記
録
篇
』
思
文
閣

出
版
、
二
〇
〇
二
年
）。

⑧　
『
鹿
苑
日
録
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
本
）
天
文
六
年
七
月
四
日
条
。

⑨　

河
内
将
芳
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
は

二
〇
〇
二
年
）。

⑩　

天
文
一
四
年
六
月
四
日
付
沢
村
千
松
売
券
案
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
写
真
版
「
熊
谷

家
文
書
」）。

⑪　

小
谷
利
明
『
畿
内
戦
国
期
守
護
と
地
域
社
会
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
は

一
九
八
六
年
）。

⑫　

永
正
一
三
年
一
二
月
一
六
日
付
沢
村
国
宣
証
文
（「
熊
谷
家
文
書
」）。

⑬　

天
文
一
四
年
八
月
日
付
本
能
寺
役
者
申
状
（『
別
本
賦
引
付
』
一
、
桑
山
浩
然
校
訂

『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
、
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）。

⑭　

天
文
一
四
年
八
月
一
八
日
付
室
町
幕
府
政
所
執
事
加
判
奉
書
（『
本
能
寺
史
料　

中

世
篇
』
一
〇
二
号
）。

⑮　

河
内
将
芳
『
中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は

一
九
九
七
年
）、
河
内
将
芳
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六

年
、
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）。

⑯　

永
正
一
五
年
一
一
月
九
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（『
本
能
寺
史
料　

中
世

篇
』
八
二
号
）。

⑰　

天
文
一
四
年
八
月
一
〇
日
付
甘
露
寺
家
雑
掌
国
継
奉
書（『
本
能
寺
史
料　

中
世
篇
』

一
〇
一
号
）。

⑱　

大
永
四
年
一
〇
月
二
八
日
付
小
川
坊
城
家
雑
掌
朽
木
定
綱
奉
書
（『
本
能
寺
史
料　

中
世
篇
』
八
六
号
）。

⑲　

中
村
修
也
「
信
長
の
京
都
宿
所
」（『
新
・
歴
史
群
像
シ
リ
ー
ズ
⑨　

本
能
寺
の
変
』
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中
世
本
能
寺
の
寺
地
と
立
地
に
つ
い
て

545

学
研
、
二
〇
〇
七
年
）
を
の
ぞ
い
て
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
後
に
仁
木
宏
氏

よ
り
吉
村
亨
「
信
長
の
行
動
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
」（「
織
田
信
長
と
京
都
」
足
利
建
亮
編

『
京
都
歴
史
ア
ト
ラ
ス
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
の
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た

だ
い
た
。

⑳　

奥
野
高
弘
・
岩
沢
愿
彦
校
注
『
信
長
公
記
』（
角
川
文
庫
、
一
九
六
九
年
）。

㉑　
『
信
長
公
記
』
巻
八
。

㉒　
『
信
長
公
記
』
巻
一
四
。

㉓　
「
二
条
御
新
造
」
に
つ
い
て
は
、
横
田
冬
彦
「
城
郭
と
権
威
」（『
岩
波
講
座
日
本
通

史　

第
11
巻　

近
世
１
』
一
九
九
三
年
）
が
く
わ
し
い
。

㉔　

大
日
本
古
記
録
。

㉕　

史
料
纂
集
。

㉖　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

㉗　

木
村
三
四
吾
編
『
業
余
稿
叢
』（
一
九
七
六
年
）。

㉘　

増
補
続
史
料
大
成
。

㉙　

桑
田
忠
親
校
注
『
太
閤
史
料
集
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
年
）。

㉚　

今
谷
明
「
信
長
の
本
能
寺
”御
殿
“
に
つ
い
て
」（
今
谷
明
編
『
王
権
と
都
市
』
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

㉛　

村
上
直
次
郎
訳
・
柳
谷
武
夫
編
輯
『
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報
』
上
（
雄
松
堂
書
店
、

一
九
六
九
年
）。

32　

天
正
一
〇
年
七
月
三
日
付
織
田
信
孝
書
状（『
本
能
寺
史
料　

中
世
篇
』一
八
九
号
）。

33　
（
天
正
一
〇
年
）
七
月
一
三
日
増
田
長
盛
書
状
（『
本
能
寺
史
料　

中
世
篇
』
一
九
一

号
）。

34　
（
天
正
一
〇
年
）
七
月
一
一
日
増
田
長
盛
書
状
（『
本
能
寺
史
料　

中
世
篇
』
一
九
〇

号
）。

35　

二
〇
〇
八
年
三
月
に
『
本
能
寺
跡
発
掘
調
査
報
告　

平
安
京
左
京
四
条
二
坊
十
五

町
』（
関
西
文
化
財
調
査
会
、
二
〇
〇
八
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
第
一
七
回
平
安
京
・
京
都
研
究
集
会
「
戦
国
時
代
の
本
能
寺
と
織
田
信

長
」（
二
〇
〇
八
年
五
月
二
五
日
、
於
機
関
紙
会
館
５
階
大
会
議
室
）
で
の
報
告
を
も
と
に

成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
、
筆
者
の
報
告
の
ほ
か
文
献
史
学
か
ら
は
仁
木
宏

氏
「
都
市
京
都
と
本
能
寺
・
信
長
」、
考
古
学
か
ら
は
吉
川
義
彦
氏
「
本
能
寺
跡
の
発

掘
調
査
」、
山
本
雅
和
氏
「
本
能
寺
の
発
掘
調
査
へ
の
所
見
」
の
報
告
が
な
さ
れ
、
活

発
な
議
論
が
く
り
広
げ
ら
れ
た
。
あ
ら
た
め
て
報
告
者
各
位
な
ら
び
に
平
安
京
・
京

都
研
究
集
会
の
世
話
人
の
面
々
、
そ
し
て
当
日
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
々
に
対
し
て

御
礼
申
し
あ
げ
た
い
と
思
う
。

（
奈
良
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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